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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　住戸外に設置される戸外機と、住戸内に取付けられ、前記戸外機に伝送路を経由して有
線接続される端子台と、前記端子台に接続されるインターホン親機とを有するインターホ
ンシステムであって、
　前記戸外機は、前記端子台を経由して前記インターホン親機に送信するための戸外機送
信データを生成するとともに前記インターホン親機から前記端子台を経由して送信されて
くる親機送信データを検出する戸外機主機能部を備え、
　前記端子台は、前記戸外機の前記戸外機主機能部から前記伝送路を経由して送信されて
くる前記戸外機送信データを受信し、前記受信された前記戸外機送信データの搬送周波数
を予め定められた所定の高周波数帯域に変換する端子台周波数変換部と、前記端子台周波
数変換部の出力データを無線信号で電磁界結合により前記インターホン親機に送信する端
子台無線送信部とを備え、
　前記インターホン親機は、前記端子台を経由して前記戸外機に送信するための前記親機
送信データを生成するとともに前記戸外機から前記端子台を経由して送信されてくる前記
戸外機送信データを検出する親機主機能部と、前記親機主機能部から送信されてくる前記
親機送信データの搬送周波数を予め定められた所定の高周波数帯域に変換する親機周波数
変換部と、前記親機周波数変換部の出力データを無線信号で電磁界結合により前記端子台
に送信する親機無線送信部と、前記端子台の前記端子台無線送信部から送信されてくる前
記戸外機送信データを受信する親機無線受信部とを備え、
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　前記インターホン親機の前記親機周波数変換部は、前記親機無線受信部で受信された前
記戸外機送信データの搬送周波数をベースバンドの周波数帯域に変換して前記親機主機能
部に送信する機能を有し、
　前記端子台は、前記インターホン親機の前記親機無線送信部から送信されてくる前記親
機送信データを受信する端子台無線受信部を備え、
　前記端子台の前記端子台周波数変換部は、前記端子台無線受信部で受信された前記親機
送信データの搬送周波数をベースバンドの周波数帯域に変換し前記伝送路を経由して前記
戸外機に送信する機能を有し、
　前記端子台は、住戸内における取付け部材の居室面と反対側の面に取付けられ、
　前記インターホン親機は、前記取付け部材の前記居室面に取付けられ、前記端子台に接
続されるものであって、前記親機主機能部として前記戸外機との間で通話を行う通話機能
を有することを特徴とするインターホンシステム。
【請求項２】
　前記端子台は、前記インターホン親機の前記通話機能に代えて、前記戸外機との間で通
話を行う通話機能を有する端子台通話部を備えることを特徴とする請求項１記載のインタ
ーホンシステム。
【請求項３】
　前記端子台は、住戸内における取付け部材の居室面に取付けられるクレードルであって
、前記戸外機との間で通話を行う通話機能を有する端子台通話部を備え、
　前記インターホン親機は、前記クレードルに載置されることを特徴とする請求項１記載
のインターホンシステム。
【請求項４】
　前記インターホン親機は、前記端子台の前記端子台通話部に代え、前記親機主機能部と
して前記戸外機との間で通話を行う通話機能を有することを特徴とする請求項３記載のイ
ンターホンシステム。
【請求項５】
　前記端子台は、予め定められた所定の周波数で共振して電磁界を発生する給電側共振部
を備え、
　前記インターホン親機は、予め定められた所定の周波数で共振して電磁界結合を発生す
ることで前記端子台からの非接触給電を受電する受電側共振部を備えることを特徴とする
請求項１乃至請求項４のうち何れか１項記載のインターホンシステム。
【請求項６】
　前記端子台の機器内部と前記インターホン親機の機器内部には、それぞれ磁石が備えら
れ、
　前記端子台及び前記インターホン親機の機器相互間は、前記磁石を経由して取付けられ
ることを特徴とする請求項１乃至請求項５のうち何れか１項記載のインターホンシステム
。
【請求項７】
　前記戸外機は、前記戸外機主機能部として前記住戸外に居る来訪者が前記住戸内の在室
者を呼出して通話を行う呼出・通話機能と前記住戸外の映像を撮像する映像撮像機能とを
備えるインターホン子機であることを特徴とする請求項１乃至請求項６のうち何れか１項
記載のインターホンシステム。
【請求項８】
　前記戸外機は、前記戸外機主機能部として自機器の周囲近傍に居る人物が前記住戸内の
在室者との間で通話を行う通話機能と前記自機器の周囲近傍の監視映像を撮像する映像撮
像機能とを備える監視カメラであることを特徴とする請求項１乃至請求項６のうち何れか
１項記載のインターホンシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明はインターホンシステムに係り、特に、戸外機が有線接続される端子台を住戸内
に取付けるにあたり、この端子台に接続可能なインターホン親機の機器デザインの自由度
を高めたインターホンシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、この種のインターホンシステムとして、住戸外（玄関）に設置された玄関子
機（インターホン子機）と、住戸内（居室）に設置されたインターホン親機とを備え、こ
のインターホン親機の背面に配置された機器内部の電気的に接続された端子台が当該イン
ターホン親機と一体で構成されたインターホン装置が開示されている（例えば、特許文献
１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－７０６１号公報（段落「０００２」）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来例に記載のインターホン装置において、インターホン親機には表示部（表示モニタ
）が備えられ、表示させる映像の撮像元として例えば、インターホン子機の映像撮像部（
カメラ）や監視カメラを適用するにあたり、これらの機器を複数台、端子台に有線接続す
るためには、その台数に対応して端子台のスペースが広く占有され、薄型化を阻むことに
なる。また、前述のように有線接続するにあたっては、配線される線材を端子台で保持す
る必要があるため、特に、厚さ方向の体積も必要とされるばかりでなく、多くの線材を、
インターホン親機として例えば、タブレット端末のような薄型の機器に接続することは、
その構造上、制約が多かった。
【０００５】
　本発明は、これらの難点を解消するためになされたもので、戸外機が有線接続される端
子台を住戸内に取付けるにあたり、この端子台と接続可能なインターホン親機を当該端子
台と分離させて無線通信が可能な態様で設置することにより、インターホン親機の薄型化
をもとに機器デザインの自由度を高めたインターホンシステムを提供することを目的とし
ている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前述の目的を達成するため、本発明のインターホンシステムは、住戸外に設置される戸
外機と、住戸内に取付けられ、戸外機に伝送路を経由して有線接続される端子台と、端子
台に接続されるインターホン親機とを有する当該システムである。戸外機は、端子台を経
由してインターホン親機に送信するための戸外機送信データを生成するとともにインター
ホン親機から端子台を経由して送信されてくる親機送信データを検出する戸外機主機能部
を備えている。端子台は、戸外機の戸外機主機能部から伝送路を経由して送信されてくる
戸外機送信データを受信し、受信された戸外機送信データの搬送周波数を予め定められた
所定の高周波数帯域に変換する端子台周波数変換部と、端子台周波数変換部の出力データ
を無線信号で電磁界結合によりインターホン親機に送信する端子台無線送信部とを備えて
いる。インターホン親機は、端子台を経由して戸外機に送信するための親機送信データを
生成するとともに戸外機から端子台を経由して送信されてくる戸外機送信データを検出す
る親機主機能部と、親機主機能部から送信されてくる親機送信データの搬送周波数を予め
定められた所定の高周波数帯域に変換する親機周波数変換部と、親機周波数変換部の出力
データを無線信号で電磁界結合により端子台に送信する親機無線送信部と、端子台の端子
台無線送信部から送信されてくる戸外機送信データを受信する親機無線受信部とを備えて
いる。インターホン親機の親機周波数変換部は、親機無線受信部で受信された戸外機送信
データの搬送周波数をベースバンドの周波数帯域に変換して親機主機能部に送信する機能
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を有している。端子台は、インターホン親機の親機無線送信部から送信されてくる親機送
信データを受信する端子台無線受信部を備えている。端子台の端子台周波数変換部は、端
子台無線受信部で受信された親機送信データの搬送周波数をベースバンドの周波数帯域に
変換し伝送路を経由して戸外機に送信する機能を有している。端子台は、住戸内における
取付け部材の居室面と反対側の面に取付けられている。インターホン親機は、取付け部材
の居室面に取付けられ、端子台に接続されるものであって、親機主機能部として戸外機と
の間で通話を行う通話機能を有している。
【０００７】
　この態様のインターホンシステムによれば、戸外機が有線接続される端子台を住戸内に
取付けるにあたって、この端子台と接続可能なインターホン親機を当該端子台と分離させ
、端子台及びインターホン親機間のデータ伝送の搬送周波数として予め定められた高周波
帯域を適用することにより、非常に広い帯域を使用して非圧縮かつ広帯域のデータ伝送が
可能となるばかりでなく、アンテナや送受信装置等の機器の小型化、軽量化が可能となる
。また、戸外機が有線接続される端子台を住戸内における取付け部材の居室面と反対側の
面に取付け、この端子台に有線接続されるインターホン親機の親機主機能部に通話機能を
備えて居室面に取付けることにより、インターホン親機は、戸外機との間の通話を端子台
を経由して行うことができる。
【０００８】
　また、本発明のインターホンシステムは、端子台は、インターホン親機の通話機能に代
えて、戸外機との間で通話を行う通話機能を有する端子台通話部を備えている。
【０００９】
　この態様のインターホンシステムによれば、戸外機が有線接続される端子台を住戸内に
おける取付け部材の居室面と反対面に取付け、この端子台に有線接続されるインターホン
親機を居室面に取付けるにあたって、端子台は、戸外機との間の通話をインターホン親機
に代えて行うことができる。
【００１０】
　また、本発明のインターホンシステムは、端子台は、住戸内における取付け部材の居室
面に取付けられるクレードルであって、戸外機との間で通話を行う通話機能を有する端子
台通話部を備えている。インターホン親機は、クレードルに載置されるものである。
【００１１】
　この態様のインターホンシステムによれば、戸外機が有線接続される端子台を、インタ
ーホン親機が載置され、住戸内における取付け部材の居室面に取付けられるクレードルと
するにあたって、戸外機との間の通話を端子台が行うことにより、インターホン親機とし
て通話機能を必要とせず例えば、タブレット端末のような薄型の機器を適用することがで
きる。
【００１２】
　また、本発明のインターホンシステムは、インターホン親機は、端子台の端子台通話部
に代え、親機主機能部として戸外機との間で通話を行う通話機能を有している。
【００１３】
　この態様のインターホンシステムによれば、戸外機が有線接続される端子台を、インタ
ーホン親機が載置され、住戸内における取付け部材の居室面に取付けられるクレードルと
するにあたって、インターホン親機は、戸外機との間の通話を端子台に代えて行うことが
できる。
【００１４】
　また、本発明のインターホンシステムは、端子台は、予め定められた所定の周波数で共
振して電磁界を発生する給電側共振部を備えている。インターホン親機は、予め定められ
た所定の周波数で共振して電磁界結合を発生することで端子台からの非接触給電を受電す
る受電側共振部を備えている。
【００１５】
　この態様のインターホンシステムによれば、端子台の給電側共振部とインターホン親機
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の受電側共振部との間で電磁界結合を発生させて電力伝送することにより、端子台からイ
ンターホン親機への非接触給電を行うことができ、インターホン親機は、有線による給電
を必要とせずに非接触給電をもとに動作される。
【００１６】
　また、本発明のインターホンシステムは、端子台の機器内部とインターホン親機の機器
内部には、それぞれ磁石が備えられている。端子台及びインターホン親機の機器相互間は
、磁石を経由して取付けられるものである。
【００１７】
　この態様のインターホンシステムによれば、端子台及びインターホン親機の機器相互間
を、磁石を経由して取付けることができる。
【００１８】
　また、本発明のインターホンシステムは、戸外機は、戸外機主機能部として住戸外に居
る来訪者が住戸内の在室者を呼出して通話を行う呼出・通話機能と住戸外の映像を撮像す
る映像撮像機能とを備えるインターホン子機である。
　この態様のインターホンシステムによれば、戸外機としてインターホン子機を適用する
ことができる。
【００１９】
　また、本発明のインターホンシステムは、戸外機は、戸外機主機能部として自機器の周
囲近傍に居る人物が住戸内の在室者との間で通話を行う通話機能と自機器の周囲近傍の監
視映像を撮像する映像撮像機能とを備える監視カメラである。
【００２０】
　この態様のインターホンシステムによれば、戸外機として監視カメラを適用することが
できる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明のインターホンシステムによれば、戸外機が有線接続される端子台を住戸内に取
付けるにあたって、この端子台と接続可能なインターホン親機を当該端子台と分離させ、
端子台及びインターホン親機間のデータ伝送として予め定められた高周波帯域を適用する
ことにより、非常に広い帯域の使用して非圧縮かつ広帯域のデータ伝送が可能となるばか
りでなく、アンテナや送受信装置等の機器の小型化、軽量化が可能となる。また、端子台
からインターホン親機への非接触給電を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１の実施例によるインターホンシステムの具体的な構成を示すブロッ
ク図。
【図２】本発明の第１の実施例によるインターホンシステムにおいて、その変形例につい
て具体的な構成を示すブロック図。
【図３】本発明の第１の実施例によるインターホンシステムにおいて、（Ａ）、（Ｂ）は
、構成機器の設置の態様を示すシステム構成図。
【図４】本発明の第２の実施例によるインターホンシステムの具体的な構成を示すブロッ
ク図。
【図５】本発明の第２の実施例によるインターホンシステムにおいて、その変形例につい
て具体的な構成を示すブロック図。
【図６】本発明の第２の実施例によるインターホンシステムにおいて、（Ａ）、（Ｂ）は
、構成機器の設置の態様を示すシステム構成図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明のインターホンシステムを適用した実施の形態例について、図面を参照し
て説明する。
〔第１の実施例〕
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　図１は、第１の実施例によるインターホンシステムの具体的な構成を示すブロック図で
ある。このインターホンシステムは、住戸外、例えば、住戸玄関の周囲近傍に設置される
戸外機１ａ、２ａと、住戸内における取付け部材５ａの居室面と反対側の面に取付けられ
、戸外機１ａ、２ａに伝送路Ｌを経由して有線接続される端子台（以下、第１の端子台と
いう）３ａと、取付け部材５ａの居室面に取付けられ、第１の端子台３ａに接続されるイ
ンターホン親機（以下、第１のインターホン親機という）４ａとを有している。
【００２４】
　同図において戸外機１ａ、２ａとは、その構成の態様として、住戸外に居る来訪者が住
戸内の在室者を呼出して通話を行う呼出・通話機能と、住戸外の映像、例えば、来訪者の
映像や住戸玄関の周囲近傍の映像を撮像する映像撮像機能と、これらの機能を制御する制
御機能とを（少なくとも）有する戸外機主機能部（以下、子機主機能部という）１０ａを
備え、この子機主機能部１０ａにおいて例えば、子機呼出データ、子機映像データ、子機
音声データ等のチャンネル毎で異なる当該データを付加した子機送信データ（戸外機送信
データに相当）を生成するとともに、第１のインターホン親機４ａから第１の端子台３ａ
、伝送路Ｌを経由して送信されてくる例えば、親機応答データ、親機音声データ、カメラ
制御データ等のチャンネル毎で異なる当該データを付加した親機送信データを検出するこ
とができる、インターホン子機（以下、第１のインターホン子機という）１ａを適用する
ばかりでなく、自機器の周囲近傍に居る人物が住戸内の在室者との間で通話を行う通話機
能と、自機器の周囲近傍の監視映像を撮像する映像撮像機能と、これらの機能を制御する
制御機能とを（少なくとも）有する戸外機主機能部（以下、カメラ主機能部という）２０
ａを備え、このカメラ主機能部２０ａにおいて例えば、監視映像データ、監視通話音声デ
ータ等のチャンネル毎で異なる当該データを付加したカメラ送信データ（戸外機送信デー
タに相当）を生成するとともに、第１のインターホン親機４ａから第１の端子台３ａを経
由して送信されてくる例えば、カメラ制御データ、親機音声データ等のチャンネル毎で異
なる当該データを付加した親機送信データを検出することができる、監視カメラ（以下、
第１の監視カメラという）２ａを適用するものとする。
【００２５】
　なお、第１のインターホン子機１ａ及び第１の監視カメラ２ａの設置台数については、
第１の端子台３ａが有する後述の戸外機接続ポート３７ａのポート数に対応させて任意の
台数設けることができる。ここでは、第１のインターホン子機１ａ及び第１の監視カメラ
２ａがそれぞれ、１台ずつ設置されているものとする。
【００２６】
　次に、第１のインターホン子機１ａには、前述の子機主機能部１０ａと、子機電源回路
１１ａ及び子機インターフェース回路（Ｉ／Ｆ）１２ａとが備えられている。このインタ
ーホン子機１ａにおいて、子機電源回路１１ａは、第１の端子台３ａの後述する戸外機用
電源供給部３５ａから（子機側の）伝送路Ｌ、子機Ｉ／Ｆ１２ａを経由して電源供給され
てくる子機用電源を受電し、当該子機の構成各部に電源供給するものであり、子機Ｉ／Ｆ
１２ａは、子機主機能部１０ａ及び（子機側の）伝送路Ｌ間のデータ伝送ラインを形成す
るとともに、（子機側の）伝送路Ｌから子機電源回路１１ａへの電源供給ラインを形成す
るものである。なお、子機電源回路１１ａとしては、前述のような第１の端子台３ａから
の電源供給を受電する態様のみならず、自回路１１ａで商用電源を整流して得られる直流
電源をもとに当該子機の構成各部に電源供給することもできる。
【００２７】
　また、第１の監視カメラ２ａには、前述のカメラ主機能部２０ａと、カメラ電源回路２
１ａ及びカメラインターフェース回路（Ｉ／Ｆ）２２ａとが備えられている。この監視カ
メラ２ａにおいて、カメラ電源回路２１ａは、商用電源を整流して得られる直流電源をも
とに当該カメラの構成各部に電源供給するものであり、カメラＩ／Ｆ２２ａは、カメラ主
機能部２０ａ及び（カメラ側の）伝送路Ｌ間のデータ伝送ラインを形成するものである。
【００２８】
　次に、第１の端子台３ａには、端子台制御部３０ａ、端子台周波数変換部３１ａ、端子
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台無線送信部３２ａ、端子台無線受信部３３ａ、端子台電源部３４ａ、戸外機用電源供給
部３５ａ、給電側共振部３６ａ、戸外機接続ポート３７ａ及び端子台インターフェース（
Ｉ／Ｆ）３８ａと、磁石（以下、端子台用磁石という）３００ａとが備えられている。
【００２９】
　この端子台３ａにおいて、端子台制御部３０ａは、当該端子台の構成各部を制御するも
のである。また、端子台周波数変換部３１ａは、戸外機（第１のインターホン子機、第１
の監視カメラ）１ａ、２ａの戸外機主機能部（子機主機能部、カメラ主機能部）１０ａ、
２０ａから伝送路Ｌを経由して送信されてくる戸外機送信データ（子機送信データ、カメ
ラ送信データ）について戸外機接続ポート３７ａを経由して端子台Ｉ／Ｆ３８ａで受信し
、受信された戸外機送信データの搬送周波数を、局部発振回路３１０からの出力データを
もとに予め定められた所定の高周波数帯域、５７～６６ＧＨｚの特定小電力無線（ミリ波
画像伝送用及びミリ波データ伝送用）としての帯域幅で例えば、６０ＧＨｚ帯域に加算回
路３１１で変換し、その出力データを例えば、チャンネル毎で２ＧＨｚが割当てられるよ
うにフィルタ回路３１２を通過させて端子台無線送信部３２ａに送出するとともに、第１
のインターホン親機４ａの後述する親機無線送信部４２ａから電磁界結合で送信され端子
台無線受信部３３ａで受信される親機送信データを例えば、チャンネル毎で２ＧＨｚが割
当てられるようにフィルタ回路３１４を通過させた後、その出力データの搬送周波数を、
局部発振回路３１０からの出力データをもとに予め定められたベースバンドの周波数帯域
に加算回路３１３で変換して端子台Ｉ／Ｆ３８ａに送出するものである。
【００３０】
　なお、第１の端子台３ａにおいて、６０ＧＨｚ帯域を使用するにあたっては、その無線
設備における占有周波数の帯域幅の許容値は、通常、２．５ＧＨｚ以下であるため、非常
に広い帯域を使用できる効果を有し、非圧縮かつ広帯域のデータ伝送が可能となる。また
、前述のようなミリ波帯は、波長が短く、特に、６０ＧＨｚ帯域は５ｍｍ程度であること
から、アンテナや送受信装置等の機器の小型化、軽量化が可能となる。
【００３１】
　端子台無線送信部３２ａは、端子台周波数変換部３１ａのフィルタ回路３１２からの出
力データである戸外機送信データ（子機送信データ、カメラ送信データ）について予め定
められたデータ処理、例えば、電力増幅を行い、無線信号で電磁界結合により第１のイン
ターホン親機４ａに送信するものである。また、端子台無線受信部３３ａは、第１のイン
ターホン親機４ａの後述する親機無線送信部４２ａから電磁界結合で送信されてくる親機
送信データを受信し、受信された親機送信データについて予め定められたデータ処理、例
えば、ＬＮＡ（Low Noise Amplifier）処理を行い、端子台周波数変換部３１ａのフィル
タ回路３１４に送出するものである。
【００３２】
　端子台電源部３４ａは、商用電源を整流して直流電源を生成するものである。また、戸
外機用電源供給部３５ａは、端子台電源部３４ａで生成された直流電源をもとに戸外機１
ａ、２ａのうち、ここでは、第１のインターホン子機１ａを動作させるための子機用電源
を生成するものである。さらに、給電側共振部３６ａは、端子台電源部３４ａで生成され
た直流電源をもとに、予め定められた所定の周波数、例えば、ループコイルが数ＭＨｚ以
下で共振して電磁界を発生するものである。
【００３３】
　戸外機接続ポート３７ａは、戸外機（第１のインターホン子機、第１の監視カメラ）１
ａ、２ａが伝送路Ｌを経由して有線接続されるものであって、任意のポート数を設けるこ
とができる。また、端子台Ｉ／Ｆ３８ａは、（端子台制御部３０ａにより制御されて）戸
外機接続ポート３７ａのうち通信対象の戸外機（第１のインターホン子機、第１の監視カ
メラ）１ａ、２ａが伝送路Ｌを経由して接続されている当該ポートのみが有効となるよう
にデータ伝送ラインの選択に関してスイッチング機能を有し、選択された何れか１の当該
ポートと端子台制御部３０ａとの間の信号伝送ライン、選択された何れか１の当該ポート
と端子台周波数変換部３１ａの加算回路３１１、３１３との間の信号伝送ライン、戸外機
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用電源供給部３５ａから選択された何れか１の当該ポートへの電源供給ライン、をそれぞ
れ形成するものである。
【００３４】
　端子台用磁石３００ａは、当該端子台の機器内部に備えられており、図３（Ａ）のシス
テム構成図に示すように、この端子台用磁石３００ａと第１のインターホン親機４ａの後
述する磁石４００ａとが住戸内における取り付け部材５を経由して取り付けられるもので
ある。なお、端子台用磁石３００ａは、第１のインターホン親機４ａの磁石４００ａに対
応させて、第１の端子台３ａの機器内部の所定の位置で任意の数を設けることができる。
【００３５】
　次に、第１のインターホン親機４ａには、前述の親機主機能部４０ａと、親機周波数変
換部４１ａ、親機無線送信部４２ａ、親機無線受信部４３ａ、受電側共振部４４ａ、親機
電源部４５ａ及び親機インターフェース回路（Ｉ／Ｆ）４６ａと、磁石（以下、親機用磁
石という）４００ａとが備えられている。
【００３６】
　このインターホン親機４ａにおいて、親機周波数変換部４１ａは、第１の端子台３ａの
端子台無線送信部３２ａから電磁界結合で送信され親機無線受信部４３ａで受信される戸
外機送信データ（子機送信データ、カメラ送信データ）の搬送周波数について局部発振回
路４１０からの出力データをもとに予め定められたベースバンドの周波数帯域に加算回路
４１１で変換し、その出力データを例えば、チャンネル毎で２ＧＨｚが割当てられるよう
にフィルタ回路４１２を通過させた後、親機Ｉ／Ｆ４６ａに送出するとともに、親機主機
能部４０ａから親機Ｉ／Ｆ４７ａを経由して送信されてくる親機送信データの搬送周波数
について例えば、チャンネル毎で２ＧＨｚが割当てられるようにフィルタ４１４を通過さ
せた後、局部発振回路４１０からの出力データをもとに予め定められた所定の高周波数帯
域、５７～６６ＧＨｚの特定小電力無線（ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用）と
しての帯域幅で例えば、６０ＧＨｚ帯域に加算回路４１３で変換して親機無線送信部４２
ａに送出するものである。
【００３７】
　なお、第１のインターホン親機４ａにおいても前述の第１の端子台３ａと同様、６０Ｇ
Ｈｚ帯域を使用するにあたっては、その無線設備における占有周波数の帯域幅の許容値は
、通常、２．５ＧＨｚ以下であるため、非常に広い帯域を使用できる効果を有し、非圧縮
かつ広帯域のデータ伝送が可能となる。また、前述のようなミリ波帯は、波長が短く、特
に、６０ＧＨｚ帯域は５ｍｍ程度であることから、アンテナや送受信装置等の機器の小型
化、軽量化が可能となる。
【００３８】
　親機無線送信部４２ａは、親機周波数変換部４１ａの加算回路４１３からの出力データ
である親機送信データについて予め定められたデータ処理、例えば、電力増幅を行い、無
線信号で電磁界結合により第１の端子台３ａに送信するものである。また、親機無線受信
部４３ａは、第１の端子台３ａの端子台無線送信部３２ａから電磁界結合で送信されてく
る戸外機送信データ（子機送信データ、カメラ送信データ）を受信し、受信された戸外機
送信データについて予め定められたデータ処理、例えば、ＬＮＡ処理を行い、親機周波数
変換部４１ａの加算回路４１１に送出するものである。
【００３９】
　受電側共振部４４ａは、予め定められた所定の周波数、例えば、ループコイルが数ＭＨ
ｚ以下で共振することにより、第１の端子台３ａの給電側共振部３６ａからの非接触給電
を受電して整流するものである。また、親機電源部４５ａは、受電部共振部４４ａで受電
された電源を当該親機の構成各部に電源供給するものである。さらに、親機Ｉ／Ｆ４６ａ
は、親機周波数変換部４１ａのフィルタ回路４１２から親機主機能部４０ａへの信号伝送
ラインと、親機主機能部４０ａから親機周波数変換部４１ａのフィルタ回路４１４への信
号伝送ラインと、をそれぞれ形成するものである。
【００４０】
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　親機用磁石４００ａは、当該インターホン親機の機器内部に備えられており、図３（Ａ
）のシステム構成図に示すように、この親機用磁石４００ａと第１の端子台３ａの端子台
用磁石３００ａとが住戸内における取り付け部材５を経由して取り付けられるものである
。また、親機台用磁石４００ａは、第１の端子台３ａの端子台用磁石３００ａに対応させ
て、第１のインターホン親機端子台３ａの機器内部の所定の位置で任意の数を設けること
ができる。
【００４１】
　なお、第１のインターホン親機４ａによれば、その外観構成として図３（Ｂ）のシステ
ム構成図に示すように、親機主機能部４０ａを構成するものであって、呼出応答操作機能
や終話操作機能等を備える操作部と、映像表示機能等を備える表示部と、通話機能等を備
えるマイク・スピーカとを有している。
【００４２】
　このように構成された本発明の第１の実施例によるインターホンシステムにおいて、以
下、具体的な動作について説明する。
【００４３】
　図１に示す第１の端子台３ａ及び第１のインターホン親機４ａは、図３（Ａ）に示すよ
うに、それぞれの機器内に設けられる端子台用磁石３００ａ及び親機用磁石用４００ａに
より、住戸内における取付け部材５ａを経由して相互に取付けられるため、金具等を必要
とせず、第１のインター親機４ａは取付け部材５ａの居室面に、第１の端子台３ａはその
反対面に、それぞれ設置されることになる。
【００４４】
　ここで、第１の端子台３ａにおいて、端子台電源部３４ａは、商用電源を整流して得ら
れた直流電源をもとに当該端子台の構成各部に電源供給することにより、戸外機用電源供
給部３５ａは、端子台電源部３４ａからの直流電源をもとに子機用電源を生成し、端子台
Ｉ／Ｆ３８ａから戸外機接続ポート３７ａ、（子機側の）伝送路Ｌ、第１のインターホン
子機１ａの子機Ｉ／Ｆ１２ａを経由して子機電源回路１１ａに電源供給することで、子機
電源回路１１ａから当該子機の構成各部に電源供給することができる。また、給電側共振
部３６ａは、端子台電源部３４ａからの直流電源をもとにループコイルにより数ＭＨｚで
電磁界を発生させる一方、第１のインターホン親機４ａの受電側共振部４５ａでは、ルー
プコイルにより数ＭＨｚで共振して電磁界結合することにより電力伝送が可能となるため
、第１の端子台３ａからの非接触給電を受電し、その後、整流を行うことにより、この給
電をもとに親機電源回路４６ａは、当該親機の構成各部に電源供給することができる。し
たがって、第１のインターホン親機４ａは、第１の端子台３ａからの有線による給電を必
要とせず非接触給電をもとに動作される。
【００４５】
　また、第１の監視カメラ２ａの構成各部は、前述の第１のインターホン子機１ａとは異
なり、カメラ電源部２１ａにおいて商用電源を整流して得られた直流電源が動作電源とな
る。
【００４６】
　次に、前述のような電源供給が確保された状態において、例えば、住戸玄関に居る来訪
者が住戸内の在室者を呼出すにあたり、第１のインターホン子機１０ｂの子機主機能部１
０ａを使用して所定の呼出操作が行われると、当該呼出しがあることを示す子機呼出デー
タ及び来訪者の映像を示す子機映像データのようにチャンネル毎が異なる当該データを付
加した子機送信データが、ベースバンドの周波数帯域で子機主機能部１０ａから子機Ｉ／
Ｆ１２ａ、（子機側の）伝送路Ｌ、第１の端子台３ａの戸外機接続ポート３７ａ、端子台
Ｉ／Ｆ３８ａを経由して端子台制御部３０ａに送出される。
【００４７】
　第１の端子台３ａにおいて、端子台周波数変換部３１ａの加算回路３１１によれば、端
子台制御部３０ａで受信され端子台Ｉ／Ｆ３８ａを経由して送信されてくる子機送信デー
タの搬送周波数を、局部発振回路３１０からの出力データをもとに予め定められた所定の
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高周波数帯域、５７～６６ＧＨｚの帯域幅で例えば、６０ＧＨｚ帯域に加算回路３１１で
変換し、その出力データを例えば、チャンネル毎で２ＧＨｚが割当てられるようにフィル
タ回路３１２を通過させて端子台無線送信部３２ａに送出する。この後、端子台無線送信
部３２ａは、受信した子機送信データについて例えば、電力増幅を行い、無線信号で、前
述のような６０ＧＨｚ帯域で取付け部材５ａの所謂、壁面越し程度で極近距離の電磁界結
合により第１のインターホン親機４ａに送信することができる。
【００４８】
　第１のインターホン親機４ａにおいて、親機周波数変換部４１ａの加算回路４１１によ
れば、親機無線受信部４３ａで受信された第１の端子台３ａからの子機送信データの搬送
周波数を、局部発振回路４１０からの出力データをもとに予め定められた所定の高周波数
帯域、例えば、ベースバンドの周波数帯域に変換し、その出力データを例えば、チャンネ
ル毎で２ＧＨｚが割当てられるようにフィルタ回路４１２を通過させた後、親機Ｉ／Ｆ４
６ａを経由して親機主機能部４０ａに送出する。
【００４９】
　また、第１のインターホン親機４ａの親機主機能部４０ａによれば、受信した子機送信
データをもとに、第１のインターホン子機１ａの子機主機能部１０ａを使用して所定の呼
出操作を行った来訪者からの呼出しがあることを検出し、その旨の呼出報知を行うことが
できるばかりでなく、子機主機能部１０ａで撮像・生成された来訪者の映像をモニタ表示
することができる。
【００５０】
　この後、前述のような呼出報知及びモニタ表示を確認した在室者によれば、例えば、第
１のインターホン子機１ａの子機主機能部１０ａが有する映像撮像機能についての制御操
作、例えば、所定のパン・チルトやズーム操作（ここでは、省略するものとする）や、そ
の呼出しに応答するための所定の応答操作について、第１のインターホン親機４ａの親機
主機能部４０ａを使用して行うと、当該親機の通話機能が能動となるとともに、当該応答
があることを示す特定のチャンネルの親機応答データを付加した親機送信データが生成さ
れ、ベースバンドの周波数帯域で親機主機能部４０ａから親機Ｉ／Ｆ４６ａを経由して親
機周波数変換部４１ａのフィルタ回路４１４に送出される。
【００５１】
　第１のインターホン親機４ａにおいて、親機周波数変換部４１ａのフィルタ回路４１４
によれば、受信した親機送信データを例えば、チャンネル毎で２ＧＨｚが割当てられるよ
うに通過させて加算回路４１３に送出することにより、この加算回路４１３は、受信され
た親機送信データの搬送周波数を、局部発振回４１０からの出力データをもとに予め定め
られた所定の高周波数帯域、５７～６６ＧＨｚの帯域幅で例えば、６０ＧＨｚ帯域に変換
した後、親機無線送信部４２ａに送出する。この後、親機無線送信４２ａは、受信した親
機送信データについて無線信号で、前述のような６０ＧＨｚ帯域で取付け部材５ａの所謂
、壁面越し程度で極近距離の電磁界結合により第１の端子台３ａに送信することができる
。
【００５２】
　第１の端子台３ａにおいて、端子台無線受信部３３ａによれば、第１のインターホン親
機４ａからの親機送信データについて例えば、ＬＮＡ処理を行い、端子台周波数変換部３
１ａのフィルタ回路３１４に送出することにより、このフィルタ回路３１４は、受信され
た親機送信データについて例えば、チャンネル毎で２ＧＨｚが割当てられるように通過さ
せた後、出力データの搬送周波数を、局部発振回路３１０からの出力データをもとに予め
定められた所定の周波数帯域、ベースバンドの周波数帯域に加算回路３１３で変換し、端
子台Ｉ／Ｆ３８ａ、戸外機接続ポート３７ａ、（子機側の）伝送路Ｌ、第１のインターホ
ン子機１ａの子機Ｉ／Ｆ１２ａを経由して子機主機能部１０ａに送出する。
【００５３】
　第１のインターホン子機１ａの子機主機能部１０ａによれば、受信した親機送信データ
をもとに、第１のインターホン親機４ａの親機主機能部４０ａを使用して所定の応答操作
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が行われた在室者からの応答を検出し、当該子機の通話機能を能動とすることにより、前
述のような子機送信データ及び親機送信データの信号伝送ラインを経由して音声データの
送受信が可能となり通話が成立する。
【００５４】
　次に、前述のような電源供給が確保された状態において、予め定められた所定のタイミ
ング又は第２の監視カメラ２ａの周囲近傍で人体の存在が感知されると、監視映像を示す
監視映像データを付加したカメラ送信データが特定のチャンネルに割当てられ、ベースバ
ンドの周波数帯域でカメラ主機能部２０ａからカメラＩ／Ｆ２２ａ、（カメラ側の）伝送
路Ｌ、第１の端子台３ａの戸外機接続ポート３７ａ、端子台Ｉ／Ｆ３８ａを経由して端子
台制御部３０ａに送出される。
【００５５】
　第１の端子台３ａにおいて、端子台周波数変換部３１ａの加算回路３１１によれば、端
子台制御部３０ａで受信され端子台Ｉ／Ｆ３８ａを経由して送信されてくるカメラ送信デ
ータの搬送周波数を、局部発振回路３１０からの出力データをもとに予め定められた所定
の高周波数帯域、５７～６６ＧＨｚの帯域幅で例えば、６０ＧＨｚ帯域に加算回路３１１
で変換し、その出力データを例えば、チャンネル毎で２ＧＨｚが割当てられるようにフィ
ルタ回路３１２を通過させて端子台無線送信部３２ａに送出する。この後、端子台無線送
信部３２ａは、受信されたカメラ送信データについて例えば、電力増幅を行い、無線信号
で、前述のような６０ＧＨｚ帯域で取付け部材５ａの所謂、壁面越し程度で極近距離の電
磁界結合により第１のインターホン親機４ａに送信することができる。
【００５６】
　第１のインターホン親機４ａにおいて、親機周波数変換部４１ａの加算回路４１１によ
れば、親機無線受信部４３ａで受信された第１の端子台３ａからのカメラ送信データの搬
送周波数を、局部発振回路４１０からの出力データをもとに予め定められた所定の高周波
数帯域、例えば、ベースバンドの周波数帯域に変換し、その出力データを例えば、チャン
ネル毎で２ＧＨｚが割当てられるようにフィルタ回路４１２を通過させた後、親機Ｉ／Ｆ
４６ａを経由して親機主機能部４０ａに送出する。
【００５７】
　また、第１のインターホン親機４ａの親機主機能部４０ａによれば、受信したカメラ送
信データをもとに、第１の監視カメラ２ａのカメラ主機能部２０ａで撮像・生成された監
視映像データをモニタ表示することができる。
【００５８】
　この後、前述のようなモニタ表示を確認した在室者によれば、例えば、第１の監視カメ
ラ２ａのカメラ主機能部２０ａが有する映像撮像機能についての制御操作、例えば、所定
のパン・チルト操作やズーム操作について、第１のインターホン親機４ａの親機主機能部
４０ａを使用して行うと、当該制御内容を示すカメラ制御応答データを付加した親機送信
データが特定のチャンネルに割当てられて生成され、ベースバンドの周波数帯域で親機主
機能部４０ａから親機Ｉ／Ｆ４６ａを経由して親機周波数変換部４１ａのフィルタ回路４
１４に送出される。
【００５９】
　第１のインターホン親機４ａにおいて、親機周波数変換部４１ａのフィルタ回路４１４
によれば、受信した親機送信データを例えば、チャンネル毎で２ＧＨｚが割当てられるよ
うに通過させて加算回路４１３に送出することにより、この加算回路４１３は、受信した
親機送信データの搬送周波数を、局部発振回４１０からの出力データをもとに予め定めら
れた所定の高周波数帯域、５７～６６ＧＨｚの帯域幅で例えば、６０ＧＨｚ帯域に変換し
た後、親機無線送信部４２ａに送出する。この後、親機無線送信４２ａは、受信した親機
送信データについて無線信号で、前述のような６０ＧＨｚ帯域で取付け部材５ａの所謂、
壁面越し程度で極近距離の電磁界結合により第１の端子台３ａに送信することができる。
【００６０】
　第１の端子台３ａにおいて、端子台無線受信部３３ａによれば、第１のインターホン親
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機４ａからの親機送信データについて例えば、ＬＮＡ処理を行い、端子台周波数変換部３
１ａのフィルタ回路３１４に送出することにより、このフィルタ回路３１４は、受信した
親機送信データについて例えば、チャンネル毎で２ＧＨｚが割当てられるように通過させ
た後、出力データの搬送周波数を、局部発振回路３１０からの出力データをもとに予め定
められた所定の周波数帯域、ベースバンドの周波数帯域に加算回路３１３で変換し、端子
台Ｉ／Ｆ３８ａ、戸外機接続ポート３７ａ、（カメラ側の）伝送路Ｌ、第１の監視カメラ
２ａのカメラＩ／Ｆ２２ａを経由してカメラ主機能部２０ａに送出する。
【００６１】
　第１の監視カメラ２ａのカメラ主機能部２０ａによれば、受信した親機送信データをも
とに、第１のインターホン親機４の親機主機能部４０ａを使用して所定のパン・チルトや
ズーム操作が行われたことを検出し、その制御内容をもとに映像撮像機能を制御、例えば
、パン・チルト動作やズーム動作させることができる。
【００６２】
　なお、前述のようなモニタ表示を確認した在室者によれば、例えば、第１のインターホ
ン子機１ａの子機主機能部１０ａが有する映像撮像機能についての制御操作、例えば、所
定のパン・チルトやズーム操作のみならず、前述の来訪者からの呼出報知時と同様、第１
のインターホン親機４ａの親機主機能部４０ａを使用して所定の応答操作を行うと、当該
親機の通話機能が能動となるとともに、第１の監視カメラ２ａのカメラ主機能部２０ａに
おける通話機能についても能動とすることもでき（詳述せず）、前述のような子機送信デ
ータ及び親機送信データの信号伝送ラインを経由して音声データの送受信が可能となり通
話が成立する。
【００６３】
　前述までの第１の実施例によれば、第１のインターホン親機４ａの動作電源を確保する
にあたり、図１に示すような第１の端子台３ａの給電側共振部３６ａと受電側共振部４４
ａとの間で発生する電磁界結合による非接触給電を適用したが、この態様に限定されるも
のではない。例えば、図２（のブロック図）に示す変形例のように、親機電源部４５ａで
商用電源を整流して得られる直流電源を動作電源とすることもできる。
〔第２の実施例〕
　図４は、第２の実施例によるインターホンシステムの具体的な構成を示すブロック図で
ある。このインターホンシステムは、住戸外、例えば、住戸玄関の周囲近傍に設置される
戸外機１ｂ、２ｂと、住戸内における取付け部材５ｂの居室面に取付けられ、戸外機１ｂ
、２ｂに伝送路Ｌを経由して有線接続される、ここでは、クレードルとしての端子台（以
下、第２の端子台という）３ｂと、第２の端子台３ｂに接続される、ここでは、クレード
ルとしての第２の端子台３ｂに載置されるインターホン親機（以下、第２のインターホン
親機という）４ｂとを有している。
【００６４】
　同図において戸外機１ｂ、２ｂとは、その構成の態様として、住戸外に居る来訪者が住
戸内の在室者を呼出して通話を行う呼出・通話機能と、住戸外の映像、例えば、来訪者の
映像や住戸玄関の周囲近傍の映像を撮像する映像撮像機能と、これらの機能を制御する制
御機能とを（少なくとも）有する戸外機主機能部（以下、子機主機能部という）１０ｂを
備え、この子機主機能部１０ｂにおいて例えば、子機呼出データ、子機映像データ、子機
音声データ等のチャンネル毎で異なる当該データを付加した子機送信データ（戸外機送信
データに相当）を生成するとともに、第２のインターホン親機４ｂから第２の端子台３ｂ
、伝送路Ｌを経由して送信されてくる例えば、親機応答データ、カメラ制御データ等のチ
ャンネル毎で異なる当該データを付加した親機送信データや第２の端子台３ｂから伝送路
Ｌを経由して送信されてくる端子台音声データを検出することができる、インターホン子
機（以下、第２のインターホン子機という）１ｂを適用するばかりでなく、自機器の周囲
近傍に居る人物が住戸内の在室者との間で通話を行う通話機能と、自機器の周囲近傍の監
視映像を撮像する映像撮像機能と、これらの機能を制御する制御機能とを（少なくとも）
有する戸外機主機能部（以下、カメラ主機能部という）２０ｂを備え、このカメラ主機能
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部２０ｂにおいて例えば、監視映像データ、監視音声データ等のチャンネル毎で異なる当
該データを付加したカメラ送信データ（戸外機送信データに相当）を生成するとともに、
第２のインターホン親機４ｂから第２の端子台３ｂを経由して送信されてくる例えば、カ
メラ制御データ等のチャンネル毎で異なる当該データを付加した親機送信データや第２の
端子台３ｂから伝送路Ｌを経由して送信されてくる端子台音声データを検出することがで
きる、監視カメラ（以下、第２の監視カメラという）２ｂを適用するものとする。
【００６５】
　なお、第２のインターホン子機１ｂ及び第２の監視カメラ２ｂの設置台数については、
第２の端子台３ｂが有する後述の戸外機接続ポート３７ｂのポート数に対応させて任意の
台数設置することができる。ここでは、第２のインターホン子機１ｂ及び第２の監視カメ
ラ２ｂがそれぞれ、１台ずつ設置されているものとする。
【００６６】
　次に、第２のインターホン子機１ｂには、前述の子機主機能部１０ｂと、子機電源回路
１１ｂ及び子機インターフェース回路（Ｉ／Ｆ）１２ｂとが備えられている。なお、第２
のインターホン子機１ｂにおいて、子機主機能部１０ｂを除く構成各部１１ｂ、１２ｂに
ついては、前述の第１の実施例で適用された第１のインターホン子機１ａの該当部１１ａ
、１２ａと同一の機能を有するため、具体的な説明は省略するものとする。
【００６７】
　また、第２の監視カメラ２ｂには、前述のカメラ主機能部２０ｂと、カメラ電源回路２
１ｂ及びカメラインターフェース回路（Ｉ／Ｆ）２２ｂとが備えられている。なお、第２
の監視カメラ２ｂにおいて、カメラ主機能部２０ｂを除く構成各部２１ｂ、２２ｂについ
ては、前述の第１の実施例で適用された第１の監視カメラ２ａの該当部２１ａ、２２ａと
同一の機能を有するため、具体的な説明は省略するものとする。
【００６８】
　また、第２の端子台３ｂには、端子台制御部３０ｂ、端子台周波数変換部３１ｂ、端子
台無線送信部３２ｂ、端子台無線受信部３３ｂ、端子台電源部３４ｂ、戸外機用電源供給
部３５ｂ、給電側共振部３６ｂ、戸外機接続ポート３７ｂ、端子台インターフェース（Ｉ
／Ｆ）３８ｂ及び端子台用磁石３００ｂと、端子台通話部３９ｂとが備えられている。な
お、第２の端子台３ｂによれば、端子台通話部３９ｂを除く構成各部３０ｂ、３１ｂ、３
２ｂ、３３ｂ、３４ｂ、３５ｂ、３６ｂ、３７ｂ、３８ｂ、３００ｂについては、前述の
第１の実施例で適用された第１の端子台３ａの構成各部３０ａ、３１ａ、３２ａ、３３ａ
、３４ａ、３５ａ、３６ａ、３７ａ、３８ａ、３００ａと同一の機能を有するため、具体
的な説明は省略するものとする。ここで、端子台通話部３９ｂは、住戸内の在室者が通話
を行うための音声データ（端子台音声データ）を送受信するものであって、図６（Ｂ）の
システム構成図に示すようなマイク・スピーカが備えられている。
【００６９】
　さらに、第２のインターホン親機４ｂには、前述の親機主機能部４０ｂと、親機周波数
変換部４１ｂ、親機無線送信部４２ｂ、親機無線受信部４３ｂ、受電側共振部４４ｂ、親
機電源部４５ｂ及び親機インターフェース回路（Ｉ／Ｆ）４６ｂと、磁石（親機用磁石）
４００ｂとが備えられている。なお、第２のインターホン親機４ｂによれば、前述の親機
主機能部４０ｂを除く構成各部４１ｂ、４２ｂ、４３ｂ、４４ｂ、４５ｂ、４６ｂ、４０
０ｂについては、前述の第１の実施例で適用された第１のインターホン親機４ａの該当部
４１ａ、４２ａ、４３ａ、４４ａ、４５ａ、４６ａ、４００ａと同一の機能を有するため
、具体的な説明は省略するものとする。
【００７０】
　なお、第２のインターホン親機４ｂによれば、その外観構成として図６（Ｂ）のシステ
ム構成図に示すように、親機主機能部４０ｂを構成するものであって、呼出応答操作機能
や終話操作機能等を備える操作部と、映像表示機能等を備える表示部とを有している。
【００７１】
　このように構成された本発明の第２の実施例によるインターホンシステムにおいて、以



(14) JP 6312307 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

下、具体的な動作について説明する。
【００７２】
　図４に示す第２の端子台３ｂ及び第２のインターホン親機４ｂは、図５（Ａ）に示すよ
うに、それぞれの機器内に設けられる端子台用磁石３００ｂ及び親機用磁石用４００ｂに
より相互に取付けられることにより、第２のインター親機４ｂは、金具等を必要とせず、
クレードルとして住戸における取付け部材５ｂの居室面に取付けられる第２の端子台３ｂ
に対して載置することができる。
【００７３】
　ここで、第２の端子台３ｂにおいて、端子台電源部３４ｂは、商用電源を整流して得ら
れた直流電源をもとに当該端子台の構成各部に電源供給することにより、戸外機用電源供
給部３５ｂは、端子台電源部３４ｂからの直流電源をもとに子機用電源を生成し、端子台
Ｉ／Ｆ３８ｂから戸外機接続ポート３７ｂ、（子機側の）伝送路Ｌ、第２のインターホン
子機１ｂの子機Ｉ／Ｆ１２ｂを経由して子機電源回路１１ｂに電源供給することで、子機
電源回路１１ｂから当該子機の構成各部に電源供給することができる。また、給電側共振
部３６ｂは、端子台電源部３４ｂからの直流電源をもとにループコイルにより数ＭＨｚで
電磁界を発生させる一方、第２のインターホン親機４ｂの受電側共振部４５ｂでは、ルー
プコイルにより数ＭＨｚで共振して電磁界結合することにより電力伝送が可能となるため
、第２の端子台３ｂからの非接触給電を受電し、その後、整流を行うことにより、この給
電をもとに親機電源回路４６ｂは、当該親機の構成各部に電源供給することができる。し
たがって、第２のインターホン親機４ｂは、第２の端子台３ｂからの有線による給電を必
要とせず非接触給電をもとに動作される。
【００７４】
　また、第２の監視カメラ２ｂの構成各部は、前述の第２のインターホン子機１ｂとは異
なり、カメラ電源部２１ｂにおいて商用電源を整流して得られた直流電源が動作電源とな
る。
【００７５】
　なお、前述のような電源供給が確保された状態において、例えば、住戸玄関に居る来訪
者が住戸内の在室者を呼出すにあたり、第２のインターホン子機１ｂの子機主機能部１０
ｂで所定の呼出操作を行った場合の動作として、第２のインターホン親機４ｂの親機主機
能部４０ｂにおける呼出報知及びモニタ表示までの動作は、第１の実施例における該当動
作と同一であるため、その説明は省略する。
【００７６】
　前述のような呼出報知及びモニタ表示を確認した在室者によれば、例えば、第２のイン
ターホン子機１ｂの子機主機能部１０ｂが有する映像撮像機能についての制御操作、例え
ば、所定のパン・チルトやズーム操作（ここでは、省略するものとする）や、その呼出し
に応答するための応答操作について、第２のインターホン親機４ｂの親機主機能部４０ａ
を使用して行うと、当該応答があることを示す親機応答データを付加した親機送信データ
が特定のチャンネルに割当てられて生成され、ベースバンドの周波数帯域で親機主機能部
４０ｂから親機Ｉ／Ｆ４６ｂを経由して親機周波数変換部４１ｂのフィルタ回路４１４に
送出される。
【００７７】
　第２のインターホン親機４ｂにおいて、親機周波数変換部４１ｂのフィルタ回路４１４
によれば、受信した親機送信データを例えば、チャンネル毎で２ＧＨｚが割当てられるよ
うに通過させて加算回路４１３に送出することにより、この加算回路４１３は、受信した
親機送信データの搬送周波数を、局部発振回４１０からの出力データをもとに予め定めら
れた所定の高周波数帯域、５７～６６ＧＨｚの帯域幅で例えば、６０ＧＨｚ帯域に変換し
た後、親機無線送信部４２ａに送出する。この後、親機無線送信４２ａは、受信した親機
送信データについて無線信号で、第２の端子台３ｂに送信することができる。
【００７８】
　第２の端子台３ｂにおいて、端子台無線受信部３３ｂによれば、第２のインターホン親
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機４ｂからの親機送信データについて例えば、ＬＮＡ処理を行い、端子台周波数変換部３
１ｂのフィルタ回路３１４に送出することにより、このフィルタ回路３１４は、受信した
親機送信データについて例えば、チャンネル毎で２ＧＨｚが割当てられるように通過させ
た後、出力データの搬送周波数を、局部発振回路３１０からの出力データをもとに予め定
められた所定の周波数帯域、ベースバンドの周波数帯域に加算回路３１３で変換し、端子
台Ｉ／Ｆ３８ａから端子台制御部３０ｂに送出する。この端子台制御部３０ｂは、受信し
た親機送信データをもとに、第２のインターホン親機４ｂの親機主機能部４０ｂを使用し
て所定の応答操作が行われた来訪者からの応答を検出し、端子台通話部３９ｂを能動とす
るとともに、受信した親機送信データを、端子台Ｉ／Ｆ３８ｂから戸外機接続ポート３７
ｂ、（子機側の）伝送路Ｌ、第２のインターホン子機１ｂの子機Ｉ／Ｆ１２ｂを経由して
子機主機能部１０ｂに送出する。
【００７９】
　第２のインターホン子機１ｂの子機主機能部１０ｂによれば、受信した親機送信データ
をもとに、第２のインターホン親機４ｂの親機主機能部４０ｂを使用して所定の応答作が
行われた来訪者からの応答を検出し、当該子機の通話機能を能動とすることにより、前述
のような子機送信データ及び親機送信データの信号伝送ラインを経由して子機主機能部１
０ｂ及び第２の端子台３ｂの端子台通話部３９ｂの間で音声データの送受信が可能となり
通話が成立する。
【００８０】
　なお、前述のような電源供給が確保された状態において、予め定められた所定のタイミ
ング又は第２の監視カメラ２ｂの周囲近傍にて人体の存在が感知された場合の動作と、こ
の動作に起因して行われる通話の動作については、前述の第１の実施例における該当動作
と同一であるため、その説明は省略するものとする。
【００８１】
　前述までの第２の実施例によれば、第２のインターホン親機４ｂの動作電源を確保する
にあたり、図４に示すような第２の端子台３ｂの給電側共振部３６ｂと受電側共振部４４
ｂとの間で発生する電磁界結合による非接触給電を適用したが、この態様に限定されるも
のではない。例えば、図５（のブロック図）に示す変形例のように、親機電源部４５ｂで
商用電源を整流して得られる直流電源を動作電源とすることもできる。
【００８２】
　本発明のインターホンシステムにおいては、特定の実施の形態をもって説明してきたが
、この形態に限定されるものでなく、本発明の効果を奏する限り、これまで知られた如何
なる構成の当該システムであっても採用できるということはいうまでもないことである。
【００８３】
　具体的に、本発明の第１の実施例によれば、住戸内の居住者が通話を行う通話機能を、
第１のインターホン親機４ａの親機主機能部４０ａに備えたが、この態様に限定されるも
のではない。例えば、当該親機の通話機能に代え、同様な通話機能を端子台通話部として
第２の実施例で適用した端子台通話部３９ｂを第１の端子台３ａに備えることもできる。
この態様によれば、第１のインターホン親機４ａとして通話機能を必要とせず例えば、タ
ブレット端末のような薄型の機器を適用することもできる。
【００８４】
　また、本発明の第２の実施例によれば、住戸内の居住者が通話を行う通話機能を、端子
台通話部３９ｂとして第２の端子台３ｂに備えたが、この態様に限定されるものではない
。例えば、端子台通話部３９ｂに代えて、第１の実施例で適用した通話機能を第２のイン
ターホン親機４ｂの親機主機能部４０ｂに備えることもできる。
【符号の説明】
【００８５】
　１ａ、１ｂ・・・第１、第２のインターホン子機（戸外機）
　　１０ａ、１０ｂ・・・子機主機能部（戸外機主機能部）
　２ａ、２ｂ・・・第１、第２の監視カメラ（戸外機）
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　　２０ａ、２０ｂ・・・カメラ主機能部（戸外機主機能部）
　３ａ・・・第１の端子台
　　３１ａ・・・端子台周波数変換部
　　３２ａ・・・端子台無線送信部
　　３３ａ・・・端子台無線受信部
　　３６ａ・・・給電側共振部
　　３００ａ・・・端子台用磁石（磁石）
　３ｂ・・・第２の端子台
　　３１ｂ・・・端子台周波数変換部
　　３２ｂ・・・端子台無線送信部
　　３３ｂ・・・端子台無線受信部
　　３６ｂ・・・給電側共振部
　　３９ｂ・・・端子台通話部
　　３００ｂ・・・端子台用磁石（磁石）
　４ａ・・・第１のインターホン親機
　　４０ａ・・・親機主機能部（通話機能）
　　４１ａ・・・親機周波数変換部
　　４２ａ・・・親機無線送信部
　　４３ａ・・・親機無線受信部
　　４４ａ・・・受電側共振部
　　４００ａ・・・親機用磁石（磁石）
　４ｂ・・・第２のインターホン親機
　　４０ｂ・・・親機主機能部
　　４１ｂ・・・親機周波数変換部
　　４２ｂ・・・親機無線送信部
　　４３ｂ・・・親機無線受信部
　　４４ｂ・・・受電側共振部
　　４００ｂ・・・親機用磁石（磁石）
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